
基 徴発 第 0324001 号 

平成Ⅰ 6 年 3 月 2 4 日 

都道府県労働局総務部 ( 労働保険徴収部 ) 長 殿 

厚生労働省労働基準局 

労働保険徴収課長 

徴収関係事務取扱手引 1 ( 徴収・収納 ) の一部改訂における 留意事項ついて 

標記について、 平成 1 6 年 3 月 24 日付け 基 登第 0324002 号により、 平成 1 5 年 3 月 

  3 丁日付け 基 秀策 0331002 号「徴収関係事務取扱手引 1 ( 徴収・収納 ) 」 ( 以下「手引」と 

い う 。 ) の 一部改訂を通知したところであ るが、 同通知に係る 留意事項は下記のとおりで 

あ るので今後の 事務処理に遺漏なきを 期されたい。 

" 已 

1  収入官吏代理 

(1) 主任収入官吏代理 ( 主任歳入歳出覚現金出納官吏代理を 兼務 ) 

従前は、 長期の出張等の 場合に限りその 都度任命することとしていたが、 予め手引 

で 指定されている 者を命鬼簿により 任命しておき、 1 日でも不在になる 場合は、 その 

都度、 現金出納簿の 摘要 欄に 「代理開始」、 「代理終止」及び 日付 欄 に代理開始及び 終 

止の年月日を 記入することにより 代理業務を可能としたこと。 

(2) 分任収入官吏代理 ( 分任歳入歳出覚現金出納官吏代理を 兼務 ) 

従来は、 代理を設けていなかったが、 必要に応じて 主任収入官吏同様に 代理を置く 

ことができることとし、 代理は、 本官たる分任収入官吏に 代わって当該代理 官が 払込 

業務を行い、 現金出納簿の 記載等を行 う こととしたこと。 

( 例 ) 分任収入官吏の 代理業務が必要となる 何としては、 夕方に現金領収し 金融機関に 

払込ができず 金庫に保管したところ、 翌日に取扱者が 病気等により 休暇を取得した 

場合。 
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